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保護者様 

一宮市立大和中学校長 

柴田 賢治 

 

 自転車損賠賠償責任保険の加入 

  および自転車乗車時のヘルメット着用について（お願い） 
 

 夏至の候、保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日ごろは本校の教育活動

にご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、愛知県では「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定され、１０月１日からは 

 

 ・自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用するよう努めること 

 ・自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならないこと 

 

について施行されます。 

 つきましては、下記の内容をご確認いただき、日常および学校教育活動において、生徒が安全で適正

に自転車を利用するとともに、被害者・加害者にならないことや不測の事態における被害の軽減のため

にご準備いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 自転車用ヘルメットの着用について 

 学校で自転車を使用する場合は、これまで通り必ず着用します。 

 

２ 自転車損害賠償責任保険等への加入について 

 加入は義務となりますので、必ず加入してください。 

 最低責任基準はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】大和中学校 教頭 内田 正弥 

＜確認＞ 

※ 形状、色についてのきまりはありません。 

※ 自転車用として安全性が認められているものを使用させてください。具体的には「ＳＧマーク」「ＪＣＦマ

ーク」「ＣＥマーク」「ＧＳマーク」「ＣＰＳＣマーク」など安全性の認証を受けたものを推奨します。 

※ 安全性が認められているものであれば、家庭で日常的に使用しているもので構いません。 

・ 自転車損害賠償責任保険等とは、自転車利用中の交通事故で、相手の生命、身体の被害に係る損

害を填補する保険や共済です。 

・ 裏面「自転車損害賠償責任保険等への加入」を参考にご確認ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/372476.pdf 


